
 

事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ５ 月 30日 

 

各道県鳥獣行政担当部局長 殿 

 

環境省自然環境局野生生物課  

鳥獣保護管理室長 

 

北海道、青森県、岩手県及び秋田県における高病原性鳥インフルエンザに係る 

野鳥サーベイランスの対応レベルの引き下げについて 

 

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」で

は、５月以降に高病原性鳥インフルエンザの発生が継続していない地域（発生

都道府県及び陸地で隣接する都道府県）については、野鳥サーベイランスにお

ける対応レベルを「対応レベル１」に引き下げることとされています。 

青森県東北町における高病原性鳥インフルエンザの検出（家きん国内24例

目）を受け、令和８年４月22日（水）に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視

を強化してきましたが、その後、野鳥の大量死等の異常は確認されなかったた

め、令和８年５月29日（金）24時に当該区域を解除しました。 

これに伴い、高病原性鳥インフルエンザの発生が継続していない地域に青森

県、岩手県及び秋田県が該当することから、当該３県における野鳥サーベイラ

ンスの対応レベルを本日付で「対応レベル１」に引き下げましたのでお知らせ

いたします。 

また、全国で指定している野鳥監視重点区域が１箇所（北海道）となったこ

とから、北海道における対応レベルを「３」から「２」に引き下げました。 

引き続き貴道県管内において、高病原性鳥インフルエンザに係る情勢の変化

が見られた場合には、速やかに地方環境事務所等又は鳥獣保護管理室までお知

らせいただきますようお願いいたします。 
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